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八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

No.843 令和３年（２０２１年）２月１０日

　申告会場での申告の受け付けは、２月１６日から３月１５日までの月曜日から金曜日の平日に行います。
　市民税・県民税の申告については市役所市民税課へ、所得税などの確定申告については越谷税務署へお問い合わせください。申告期限間
近になると、会場は大変混雑します。申告は正しくお早めにお願いします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況などにより、申告受付日程が変更または中止となる場合があります。

市民税・県民税・所得税などの申告のご案内

市民税・県民税の申告
物市民税課☎奮２０６

申告に必要なもの

必ず必要なもの

▼マイナンバーを確認する
書類として、マイナンバー
カードまたは通知カードな
どの原本または写し▼運転
免許証や健康保険被保険者
証など▼給与所得などのあ
った方は源泉徴収票（原
本）、事業所得（営業等・
農業）・不動産所得のあっ
た方は収入金額や経費など
を記載した収支内訳書など
▼印鑑・筆記用具・電卓

申告内容により、必要な
もの

▼控除資料として、社会保
険料（健康保険料など）、
生命保険料、地震保険料な
どの支払証明書▼障害者手
帳、療育手帳または市が発
行する障害者控除対象者認
定書▼ふるさと納税の領収
書や受領証▼医療費控除の
明細書・セルフメディケー
ション税制の明細書（医療
費通知でも可）※セルフメ
ディケーション税制を受け
る方は、「一定の取り組み」
を行ったことを証明する書
類（特定健康診査、予防接
種、定期健康診断、健康診
査、がん検診の結果通知表
など）▼還付金の振込先口
座を確認する書類として、
振込先口座番号（本人名義）
のわかるもの（通帳など）

あなたは必要？市民税・県民税の申告

※市民税・県民税の申告が必要かどうかの簡単な目安ですので、当てはまらない場合があります。
【公的年金等受給者の方へ】
　公的年金などの収入金額が400万円以下であり、かつ、他の所得が20万円以下の場合には、所得税などの確定申告は不要です。な
お、所得税などが還付とならない方でも所得控除などを追加される方は、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。

スタート
令和3年1月1日現在、八潮
市に居住していましたか？

市民税・県民税の
申告が必要です。

市民税・県民税の
申告が必要です。

勤務先は八潮市に
給与支払報告書
（勤務先が2カ所以
上ある方はすべて
の金額の合計分）
を提出しています
か？
※提出の有無につ
いては、勤務先に
確認してください。

公的年金の所
得だけですか？

令和2年1月1日から令和
2年12月31日までに収入
がありましたか？

家族が会社の年末調整で
あなたを扶養親族にして
いるか、または確定申告な
どで扶養親族として申告
をする予定がありますか？

市民税・県民税の
申告は不要です。

市民税・県民税の申告は不要です。
ただし、次の場合などは市民税・県民税の申告
が必要です。
①年末調整をしていない場合②医療費・扶養・
社会保険料・障害などの控除を追加する場合

八潮市への申告は不要です。
前年に収入のあった方は、令和3年1月1日現在居住する
市区町村にお問い合わせください。
※八潮市に事業所・事務所などを所有している場合を除
きます。

市民税・県民税の申告は不要です。
ただし、医療費・扶養・社会保険料・
障害などの控除を追加する場合は
申告が必要です。

給与所得（パートや
アルバイトを含む）
はありましたか？

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はいいいえ

いいえ

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

税務署に所得税などの確定申告書を提
出しますか？
※3面の「確定申告が必要な方」を参考
にしてください。

給与の他に営業等・農業・不動産・公的年金等・
報酬などの所得はありましたか？※給与以外の
所得が公的年金のみの場合は「いいえ」へ

市民税・県民税の申告は不要です。
ただし、次の場合などは市民税・県民税の申告が必要
です。
①国民健康保険に加入している場合②所得証明書が必
要な場合③児童手当などの手当を受給している場合④
保育料の算定などが必要な場合⑤市外の方の扶養に
なっている場合

給与以外の所得金額が20万円以下の場合は
確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申
告は必要です。

表１　申告受付日程　（各申告会場へのお問い合わせはご遠慮ください）
　申告会場内の待合場所の密を避けるため、入口に受付番号の表示板を設置しますので、ご自身の順番まで申告会場以外の場所
での待機にご協力ください。
●八潮メセナ会場
受付日 対象地域 申告会場・受付時間

２月 ２4日㈬ 緑町１・２丁目

会場
八潮メセナ
１階展示室
（開館は午前9時）

受付時間
午前9時～１１時
午後１時～4時
※�２月２8日㈰は午
前9時～１１時の
みの受付

２５日㈭ 緑町３～５丁目
２６日㈮ 鶴ケ曽根
２8日㈰ 平日に来られない方

３月 １日㈪ 西袋、柳之宮

２日㈫ 小作田、松之木、伊草１・２丁目、伊草、新町
３日㈬ 八潮１～4丁目
4日㈭ 八潮５～8丁目
５日㈮ 中央１～4丁目
8日㈪ 二丁目、上馬場、中馬場
9日㈫ 木曽根、伊勢野
１0日㈬ 大瀬、大瀬１～６丁目、茜町１丁目
１１日㈭ 垳、大原、浮塚
１２日㈮ 地区指定なし１５日㈪

●出張申告会場
受付日 対象地域 申告会場 受付時間

２月

１６日㈫ 大曽根および申告会場近隣の方 大曽根中公民館

午前9時３0分
～１１時
午後１時３0分
～３時３0分

１7日㈬ 南川崎および申告会場近隣の方 ゆまにて

１8日㈭ 古新田および申告会場近隣の方 古新田公民館

１9日㈮ 八條および申告会場近隣の方 八條公民館

２２日㈪ 南後谷および申告会場近隣の方 資料館

※�月曜日は、八潮メセナ・資料館の休館日ですが、申告受付
場所のみ入場できます。なお、八潮メセナ駐車場は使用で
きません。
※�午前中に受け付けた場合でも、混雑状況により午後から申
告開始になることがあります。

提出方法
　申告会場および日程は表１のとおりです。また、
次の方は郵送による提出が可能です。ただし、マイ
ナンバーおよび本人確認ができる書類の添付が必要
です。
▼年末調整が済んでいる方で所得控除の追加、内容
の変更がない方→源泉徴収票（原本）のみ郵送して
ください。
▼所得がなかった方→市民税・県民税申告書裏面の
「前年収入のなかった方の記入欄」にご記入ください。
■市の申告会場で確定申告書を提出する場合
　受け付けできる申告内容は、表2のとおりです。

表2　簡易な確定申告（市民税・県民税申告会場で受け付け可能）
覆給与所得・公的年金等の源泉徴収票（原
本）があり、次のいずれかの要件に該当
する方（修正申告・更正の請求などを除
く）
▼�医療費控除を受ける方の還付申告
▼�令和２年の途中で退職などにより、年
末調整を受けなかった方の申告

▼�給与などを２カ所以上の会社から受け
ている方の申告

▼�公的年金などを２カ所以上から受けて
いる方の申告

▼�給与所得と公的年金等の所得など２種

類以上の収入があった方の申告
▼�扶養・障害者控除などを追加する方の
還付申告
▼�一時所得があった方の申告
▼�白色申告で、事業所得（営業等・農業）、
不動産所得などがあり、収支内訳書の
記入・計算ができている方の申告
※�市民税・県民税申告会場で受け付けで
きる確定申告でも、内容によっては税
務署主催の申告会場を案内する場合が
あります。


